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【本公募要領の入手方法】 
本公募要領の入手は、次のいずれかの方法によるものとする。  
１．本公募要領の配布 
（１）配 布 日：平成20年10月１日（水）から10月17日（金）まで 

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 
（２）配布時間：午前９時から午後５時まで（ただし正午から午後１時までを除く。） 
（３）配布場所：双葉地方広域市町村圏組合 双葉環境センター  

〒979-1111 福島県双葉郡富岡町小浜３０１  
TEL：0240-22-3330 FAX：0240-22-3354 

２．組合ホームページからのダウンロード 
（１）掲 載 日：平成20年10月１日（水）から10月17日（金）まで 
（２）Ｕ Ｒ Ｌ：http://futaba-koiki.jp/ 



第１ はじめに 

双葉地方広域市町村圏組合（以下「組合」という。）では、管内で排出されるし尿及

び浄化槽汚泥等を、組合所管のし尿処理施設で処理している。現有施設は、計画処理

量 90kL/日、好気性消化・活性汚泥法処理方式によるし尿処理施設で、昭和54年度の

稼動開始以来、度重なる改造や基幹的整備を経て現在に至っている。現有施設におい

ては、経年的な使用に伴う設備装置の老朽化、搬入状況の変化による処理機能への影

響など、数多くの課題を抱える状況である。 

このたび組合では、現有施設の課題を解消し、より効率的かつ効果的なし尿処理を

行うとともに、循環型社会の形成に貢献することを目的として、施設の全体更新を行

うものとした。新たに整備する施設は、衛生処理を主目的とした従来のし尿処理施設

から脱却し、し尿処理とリサイクルを複合的に行う計画となっている。そのため、施

設整備事業は、環境省所管の「循環型社会形成推進交付金事業」として実施し、施設

を有機性廃棄物リサイクル推進施設（汚泥再生処理センター）として整備する。 

計画する施設の整備に当たっては、周辺環境へ十分配慮しつつ、信頼性の高い処理

と資源化が効率的に行えるよう配慮する必要がある。組合では、処理や資源化の安心、

安全はもとより、効率性、合理性に配慮しつつ、経済的な施設整備を行うため、計画

施設の設計・施工業者を公募型指名競争入札方式により決定するものとした。 

ここでいう公募型指名競争入札方式とは、組合が有機性廃棄物リサイクル推進施設

（汚泥再生処理センター）建設工事（以下「建設工事」という。）の発注において、建

設工事に関する技術提案書の提出希望者を公募し、所定の資格要件を満たす応募者か

ら技術提案書の提出を受け、その内容等についての評価を行い、建設工事への適合性

の高い者の中から入札により請負業者を決定する方式である。 

本公募要領は、組合が建設工事の請負業者選定手続き（以下「業者選定手続き」と

いう。）に係る参加意思の確認及び技術提案書等の収集を行うに当たり、業者選定手続

きに参加しようとする者に配付するものである。建設工事の業者選定手続きに参加し

ようとする者は、本公募要領の内容を踏まえ、必要な書類の提出を行うものとする。 

 

第２ 建設工事の概要 

建設工事の概要は、次のとおりである。なお、詳細については、建設工事の業者選

定手続きに係る参加者の資格要件（本公募要領「第３ 参加者の資格要件」参照。）を

具備する者へ別途貸与する技術提案仕様書（本公募要領「第５－４．建設工事の技術

提案書」参照。）の中で示す。 
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１．事業者 

双葉地方広域市町村圏組合、 

構成町村：広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村 

２．工事名 

（仮称）有機性廃棄物リサイクル推進施設（汚泥再生処理センター）建設工事 

３．工事場所 

福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字深谷地内 

４．工事場所の立地条件 

（１）敷地面積 

約 26,000 ㎡ 

（２）周辺状況 

敷地の南側及び東側：針葉樹林、敷地の北側及び西側：水田近接 

近隣地区に集落なし、少し離れたところで人家が点在。 

（３）地形、地質 

これまで田畑として利用、ほぼ平坦な地形。 

地表面～約２ｍ前後までが有機質・砂質シルト層、その下約 4.5ｍ前後までが

砂礫層、さらにその下が泥岩層。 

（４）都市計画事項 

用途地域：用途地域以外の地域 

防火地域：指定なし 

高度地区：指定なし 

建ぺい率：60％ 

容積率 ：200％ 

緑化率 ：開発区域の面積の３％以上 

５．工事期間、供用開始年月 

建設年度：平成21年度～平成22年度（２カ年継続事業） 

供用開始：平成23年４月 

６．施設の性能及び構造 

（１）計画処理量 

63kL／日 

内訳：し尿 12kL／日、浄化槽汚泥 49kL／日、農業集落排水施設汚泥 2 kL／日 
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（２）処理方式、資源化方式 

浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱窒素処理方式＋高度処理、リン回収方式 

（３）水処理性能 

ｐＨ：5.8～8.6、ＢＯＤ：10㎎/L以下、ＣＯＤ：20㎎/L以下、 

ＳＳ：10㎎/L以下、Ｔ－Ｎ：10㎎/L以下、Ｔ－Ｐ：1㎎/L以下、 

色度：30度以下、大腸菌群数：100個/㎤以下、 

その他、水質汚濁防止法に基づく排水基準、福島県条例等の規制基準に準拠し

た放流水質とする。 

放流水量：126㎥/日以下、放流先：植松川（準用河川） 

（４）汚泥等の処理処分方法 

し渣：水分60％以下に脱水後場外搬出、汚泥：水分83％以下に脱水後場外搬出 

（５）構造 

処理棟管理棟一体型、地上２階、地下１階 

鉄筋コンクリート造 

（６）設備概要 

受入貯留設備、前凝集分離設備、膜分離高負荷脱窒素処理設備、高度処理設備、 

消毒設備、汚泥脱水設備、資源化設備、脱臭設備、取排水設備、その他設備 

７．工事範囲 

（１）施設整備 

施設の実施設計及び詳細設計 

交付金申請、施設設置届、実績報告、各種許認可申請等の手続き 

着工準備（用地造成、インフラ整備等） 

処理棟、付帯施設、場内整備、造園等の施工及び施工管理 

施設の試運転、性能確認及び引き渡し 

組合が行う近隣対応への協力 

（２）施設運営 

施設の運転指導 

備品及び消耗品の納入 

施設引き渡し後の各種保証 

（３）その他、（１）及び（２）に示した事項に付随する業務 

８．請負者の決定方法 

技術提案書の審査を通過した者による競争入札方式 
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 第３ 参加者の資格要件 

建設工事の業者選定手続きに係る参加者の資格要件は、建設業法（昭和24年法律第

100号）第３条の規定による許可を受け、同法第27条の23に規定する経営事項審査を受

けた建設業者のうち、公示の日から競争入札が終了するまでの期間において、次の各

号に該当する者とする。 

１．組合及び構成町村の工事等請負有資格業者名簿に登録されている者。 

２．建設業法第15条に基づく清掃施設工事に係る特定建設業の許可を有する者。 

３．建設業法第27条の23第１項に規定する経営事項審査結果の清掃施設工事に係る総

評価点数が 700点以上の者。 合

請

工

し

４．し尿処理施設（汚泥再生処理センターを含む。）の建設工事（新設に限る。）を元

けとして行い、稼動開始に至った経緯のある者。 

５．清掃施設工事業に係る監理技術者資格証の交付を受け、かつ、し尿処理施設建設

事の経験（新設に限る。）がある技術者を、建設工事に専任で配置できる者。 

６．地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者。 

７．国、福島県及び組合から指名停止措置を受けていない者。 

８．商法の規定に基づく整理開始の申し立て若しくは通告の事実がない者。 

９．破産法の規定による破産の申し立てがなされていない者。 

10．会社更生法の適用を申請した場合は、更生手続が完了している者。 

11．民事再生法の適用を申請した場合は、再生手続きが完了している者。 

12．手形交換所による取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を経過

ている者、又は６ヶ月以内に手形若しくは小切手を不渡りとしていない者。 

13．廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金以上の刑に処せられた場合は、

その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から５年を経過している

者。 

14．法人税、消費税、又は地方消費税を滞納していない者。 

 

第４ 業者選定手続きのスケジュール 

１．業者選定手続きの流れ 

（１）実施の公示 

建設工事の業者選定手続きについて、参加者を公募し、参加表明書、参加資格審

査申請書及び関係書類を収集する。 
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（２）参加資格審査 

参加表明書、参加資格審査申請書及び関係書類により、応募者が本公募要領

「第３ 参加者の資格要件」を満たしているかの審査を行う。資格要件を具備する

者には、建設工事の技術提案仕様書を貸与して、技術提案書の提出を要請する。 

（３）技術提案書の審査 

提出された技術提案書について、本公募要領「第６ 技術提案書の審査基準」

に基づき、内容等の審査を行う。所定の評価点数を獲得し、建設工事への適合性が

高いと判断した技術提案書の提出者を、建設工事の入札参加者として認定する。 

（４）入札、契約 

入札参加者に認定された者による競争入札で、最も低い入札価格を提示した者

を落札者とし、組合議会の承認を得て建設工事の請負契約を締結する。 

２．業者選定手続きのスケジュール（予定） 

建設工事の業者選定手続きに係る公募から契約までのスケジュールは、次のとおり

である。 

 

内　容 期　間

１ 公募要領発表（公示） 平成20年10月1日(水)

２ 公募要領の配付 平成20年10月1日(水)～10月17日(金)

３ 公募要領に関する質問の受付 平成20年10月8日(水)～10月10日(金)

４ 公募要領に関する質問の回答 平成20年10月15日(水)までに回答

５ 参加表明書及び参加資格審査申請書の受付 平成20年10月15日(水)～10月17日(金)

６ 参加資格審査結果の通知 平成20年11月7日(金)までに通知

（技術提案仕様書貸与、技術提案書提出要請）

７ 技術提案仕様書に関する質問の受付 平成20年11月12日(水)～11月14日(金)

８ 技術提案仕様書に関する質問の回答 平成20年11月21日(金)までに回答

９ 技術提案書提出 平成20年12月8日(月)～12月12日(金)

10 個別ヒヤリングの実施 平成21年3月までに実施（予定）

11 技術提案書審査結果の通知 平成21年4月までに実施（予定）

（競争入札指名通知）

12 建設工事の競争入札 平成21年4月(予定)

13 議会承認及び契約締結 平成21年5月(予定)
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第５ 応募に係る書類の作成及び提出の留意事項 

１．基本的事項 

（１）使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻 

提出書類に関して使用する言語は、日本語、計量単位は計量法（平成４年法律

第51号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

（２）用紙及び文字サイズ 

提出書類に使用する用紙はＡ４版とし、文字のサイズを11ポイント（図表を除

く。）とする。 

（３）提出書類の無効 

提出書類について、本公募要領の内容及び別添の様式に示された条件に適合しな

い場合は無効とすることがある。 

（４）費用負担 

建

提

組

設工事の業者選定手続きに係る書類の作成・提出、現地調査、個別ヒアリング

に関する費用は、全て応募者あるいは参加者の負担とする。 

（５）虚偽の記載 

出書類に虚偽の記載をした場合には、提出書類を無効にするとともに、虚偽の

記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

（６）提出書類の返却 

提出書類は、原則として返却しない。なお、提出書類は、建設工事の業者選定

手続き以外の目的に使用しないものとする。 

（７）提出書類の著作権 

提出書類の著作権は、応募者あるいは参加者に帰属する。ただし、組合が応募

者あるいは参加者の承諾を得た場合には、本公募要領に基づき提出される書類の内

容を無償で使用できるものとする。 

（８）組合から提出した資料の取扱い 

合から提出する資料については、目的外使用を禁ずる。また、組合の了承を得

ずに第三者にこれを使用させてはならない。 

（９）その他 

本公募要領に定めるもののほか、建設工事の業者選定手続きの遂行に当たって必

要な事項が生じた場合は、応募者あるいは参加者に別途通知する。 
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２．建設工事の業者選定手続きに関する質疑応答 

（１）質問方法 

建設工事の業者選定手続きに関する質問は、質問書（様式１）に質問内容を簡

潔にまとめて記載し（手書き不可）、ＦＡＸにより行い、必ず電話にて着信を確認

すること。ＦＡＸの表題は「質問書提出 事務取扱 双葉環境センター宛」とする。

なお、電話、口頭、電子メール及び郵送等による質問には対応しないものとする。 

（２）本公募要領に関する質疑応答 

本公募要領の内容等についての質問は、質問書（様式１）により、下記のとお

り受け付ける。 

ア．受付期間 

平成20年10月８日（水）午前９時から10月10日（金）午後５時まで 

イ．質問に対する回答 

本公募要領の内容等に関する質問については、平成20年10月15日（水）から

平成20年10月17日（金）までの間、組合のホームページにおいて、各々の質問

に対する回答書をまとめて公開する。なお、不当な混乱を招く恐れのある質問

については、回答しない旨を回答書に記載する。 

ウ．提出先 

双葉環境センター（本公募要領「第８ 事務取扱」参照のこと。） 

（３）技術提案仕様書に関する質疑応答 

技術提案仕様書の内容等についての質問は、質問書（様式１）により、下記の

とおり受け付ける。 

ア．受付期間 

平成20年11月12日（水）午前９時から11月14日（金）午後５時まで 

イ．質問に対する回答 

技術提案仕様書の内容等に関する質問については、平成20年11月21日（金）

までに組合からＦＡＸにて回答書を送信する。なお、不当な混乱を招く恐れの

ある質問については、回答しない旨を回答書に記載する。 

ウ．提出先 

双葉環境センター（本公募要領「第８ 事務取扱」参照のこと。） 

３．参加表明書、参加資格審査申請書及び関係書類 

下記により、建設工事の業者選定手続きに係る参加表明書、参加資格審査申請書及

び関係書類を受け付ける。 
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（１）提出書類 

ア．参加表明書（様式２） 

イ．参加資格審査申請書及び関係書類 

(ア)参加資格審査申請書（様式３） 

(イ)清掃施設工事に係る経営事項審査結果通知書の写し 

(ウ)清掃施設工事に係る特定建設業の許可書の写し 

(エ)納税証明書の写し 

(オ)工事施工実績届出書（様式４） 

(カ)施工実績に係る契約書等の写し 

(キ)予定監理技術者の経歴（様式５） 

(ク)参加表明者と予定監理技術者の雇用関係を明らかにする書類 

(ケ)予定監理技術者の法令による免許等の写し 

(コ)予定監理技術者の工事経歴を証明する書類 

（２）提出期間 

ア．日程：平成20年10月15日（水）から平成20年10月17日（金）まで 

イ．時間：午前９時から午後５時まで（最終日は午前９時から午後３時まで） 

（ただし、正午から午後１時までを除く） 

（３）提出先 

双葉環境センター（本公募要領「第８ 事務取扱」参照のこと。） 

（４）提出方法 

提出部数は３部とし、持参又は郵送（提出期間内必着）によるものとする。 

４．建設工事の技術提案書 

提出された参加資格審査申請書及び関係書類により、応募者（建設工事の業者選定

手続きへ参加を表明した者）が、本公募要領「第３ 参加者の資格要件」を満たして

いるかの審査（参加資格審査）を行う。適格業者には、参加資格認定通知に加え、建

設工事の性能保証事項や基本仕様を示した技術提案仕様書を貸与し、技術提案書及び

工事見積書の提出を要請する。 

技術提案書は、下記のとおり受け付ける。 

（１）提出書類 

ア．技術提案書（提出書類の形式等については技術提案仕様書による。） 

(ア)技術提案書の提出表明書 

(イ)施設概要説明書 
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(ウ)設計計算書 

(エ)設計仕様書 

(オ)図面類 

(カ)施工計画書、工事工程表 

(キ)維持管理費計算書 

(ク)その他技術提案仕様書で定める書類 

イ．工事見積書（見積内訳書を含む。） 

（２）提出期間 

ア．日程：平成20年12月８日（月）から平成20年12月12日（金）まで 

イ．時間：午前９時から午後５時まで（最終日は午前９時から午後３時まで） 

（ただし、正午から午後１時までを除く） 

（３）提出先 

双葉環境センター（本公募要領「第８ 事務取扱」参照のこと。） 

（４）提出方法 

提出部数は技術提案書５部、工事見積書１部とし、持参又は郵送（提出期間内

必着）によるものとする。 

５．工事場所の確認及び工事関連図書の閲覧 

工事場所の確認及び工事関連図書の閲覧については、建設工事の業者選定手続きに

係る参加資格認定後、別途通知する。 

 

第６ 技術提案書の審査基準 

１．技術提案書の評価方法 

提出された技術提案書の審査は、技術提案仕様書との整合性の確認、提案図書間に

おける整合性の確認及び提案費用の各社比較を通じて、各々の評価を行うものとする。 

技術提案書の提出者に対しては、個別ヒアリングを実施し、取り組み姿勢及び提案

内容の確認を実施する。 

技術提案書の評価方法は、「２．評価項目」に示す事項を、「３．評価基準」に基づ

き採点し、各項目の合計を最高１００点として技術提案書を評価する。 

建設工事への適合性が高いと判断し選定する技術提案書は、総合評価点が７５点以

上のものとする。なお、各評価項目の評価基準において０点の評点がある場合は、総

合評価点にかかわらず、建設工事への適合性が低いものと判断し非選定とする。 
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２．技術提案書の評価項目 

技術提案書の評価項目は、次に掲げるとおりとする。 

（１）技術提案書に示された設計計算書と技術提案仕様書の整合性に関する事項。 

（２）技術提案書に示された設計仕様書と技術提案仕様書の整合性に関する事項。 

（３）技術提案書に示された図面類と技術提案仕様書の整合性に関する事項。 

（４）技術提案書に示された工事施工計画と技術提案仕様書の整合性に関する事項。 

（５）技術提案書に示された各図書間の整合性に関する事項。 

（６）施設の建設費、維持管理費など、経済性に関する事項。 

３．技術提案書の評価基準 

技術提案書の評価基準は、次に掲げるとおりとする。 

（１）前項「２．（１）～（３）」に示した評価項目の評価基準 

技術提案仕様書との不整合箇所数 評 価 点 

不整合箇所数０ 20点 

不整合箇所数５未満 15点 

不整合箇所数５以上10未満 10点 

不整合箇所数10以上  5点 

施設性能に係わる不整合  0点 

（２）前項「２．（４）」に示した評価項目の評価基準 

技術提案仕様書との不整合箇所数 評 価 点 

不整合箇所数０  10点 

不整合箇所数２未満 7.5点 

不整合箇所数２以上５未満   5点 

不整合箇所数５以上 2.5点 

工期に係わる不整合   0点 

（３）前項「２．（５）」に示した評価項目の評価基準 

技術提案仕様書との不整合箇所数 評 価 点 

不整合箇所数０  10点 

不整合箇所数５未満 7.5点 

不整合箇所数５以上10未満   5点 

不整合箇所数10以上 2.5点 

施設性能に係わる不整合   0点 
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（４）前項「２．（６）」に示した評価項目の評価基準 

見積平均金額に対する比率 建設費の評価点 維持管理費の評価点

見積平均金額の0.80以下 10点 10点 

見積平均金額の0.81～0.90  9点  9点 

見積平均金額の0.91～1.10  8点  8点 

見積平均金額の1.11～1.20  7点  7点 

見積平均金額の1.21以上  6点  6点 

 

第７ 審査結果の通知 

１．審査結果の通知 

参加資格審査ならびに技術提案書審査の結果は、結果の如何にかかわらず、各応募

者あるいは各参加者に対し、書面で通知する。 

建設工事の業者選定手続きに係る参加資格を認められなかった者、または提出した

技術提案書が選定されなかった者に対しては、その理由（非認定・非選定理由）も通

知する。 

２．非認定・非選定者に関する事項 

（１）非認定・非選定理由の説明要求 

非認定または非選定の通知を受けた者は、通知を行った日の翌日から起算して

10日（土曜日、日曜日、祝祭日を除く。）以内に、組合に対して書面にて非認定理

由あるいは非選定理由についての説明を求めることができる。 

（２）説明を求めた者への回答 

非認定理由または非選定理由について説明を求めた者に対する回答は、当該書

面を受理した翌日から起算して10日（土曜日、日曜日、祝祭日を除く。）以内に書

面により回答する。 

（３）説明要求の受付 

非認定理由説明要求書ならびに非選定理由説明要求書の受付場所及び受付時間

は下記のとおりである。 

ア．受付期間 

土曜日、日曜日、祝祭日を除く、午前９時から午後５時まで 

（ただし、正午から午後１時までを除く） 

イ．提出先 

双葉環境センター（本公募要領「第８ 事務取扱」参照のこと。） 
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ウ．提出方法 

持参又は郵送（提出期間内必着）によるものとする。 

 

第８ 事務取扱 

建設工事の業者選定手続きに係る本組合の事務取扱は、下記のとおりである。 

双葉地方広域市町村圏組合 双葉環境センター 

住 所：〒979-1111 福島県双葉郡富岡町小浜３０１ 

電 話：０２４０－２２－３３３０ 

Ｆ Ａ Ｘ：０２４０－２２－３３５４ 

 


	用途地域：用途地域以外の地域
	防火地域：指定なし
	高度地区：指定なし
	建ぺい率：60％
	容積率　：200％
	（１）計画処理量
	（２）処理方式、資源化方式
	（３）水処理性能
	（５）構造
	１．組合及び構成町村の工事等請負有資格業者名簿に登録されている者。
	２．建設業法第15条に基づく清掃施設工事に係る特定建設業の許可を有する者。
	３．建設業法第27条の23第１項に規定する経営事項審査結果の清掃施設工事に係る総合評価点数が 700点以上の者。
	４．し尿処理施設（汚泥再生処理センターを含む。）の建設工事（新設に限る。）を元請けとして行い、稼動開始に至った経緯のある者。
	５．清掃施設工事業に係る監理技術者資格証の交付を受け、かつ、し尿処理施設建設工事の経験（新設に限る。）がある技術者を、建設工事に専任で配置できる者。
	６．地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者。
	７．国、福島県及び組合から指名停止措置を受けていない者。
	８．商法の規定に基づく整理開始の申し立て若しくは通告の事実がない者。
	９．破産法の規定による破産の申し立てがなされていない者。
	10．会社更生法の適用を申請した場合は、更生手続が完了している者。
	12．手形交換所による取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を経過している者、又は６ヶ月以内に手形若しくは小切手を不渡りとしていない者。
	（１）使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻
	（２）用紙及び文字サイズ
	（３）提出書類の無効
	（４）費用負担
	建設工事の業者選定手続きに係る書類の作成・提出、現地調査、個別ヒアリングに関する費用は、全て応募者あるいは参加者の負担とする。
	（５）虚偽の記載
	提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出書類を無効にするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
	（６）提出書類の返却

	（８）組合から提出した資料の取扱い
	組合から提出する資料については、目的外使用を禁ずる。また、組合の了承を得ずに第三者にこれを使用させてはならない。
	（９）その他

	２．建設工事の業者選定手続きに関する質疑応答
	（１）質問方法
	ア．受付期間
	イ．質問に対する回答
	ウ．提出先
	ア．受付期間
	イ．質問に対する回答
	ウ．提出先

	３．参加表明書、参加資格審査申請書及び関係書類
	（１）提出書類
	ア．参加表明書（様式２）
	イ．参加資格審査申請書及び関係書類
	(ア)参加資格審査申請書（様式３）


	(ウ)清掃施設工事に係る特定建設業の許可書の写し
	(キ)予定監理技術者の経歴（様式５）
	（２）提出期間
	ア．日程：平成20年10月15日（水）から平成20年10月17日（金）まで
	イ．時間：午前９時から午後５時まで（最終日は午前９時から午後３時まで）
	（３）提出先
	（４）提出方法


	４．建設工事の技術提案書
	（１）提出書類
	ア．技術提案書（提出書類の形式等については技術提案仕様書による。）

	(ア)技術提案書の提出表明書
	(イ)施設概要説明書
	(ウ)設計計算書
	(エ)設計仕様書
	(オ)図面類
	(カ)施工計画書、工事工程表
	イ．工事見積書（見積内訳書を含む。）
	（２）提出期間
	ア．日程：平成20年12月８日（月）から平成20年12月12日（金）まで
	イ．時間：午前９時から午後５時まで（最終日は午前９時から午後３時まで）

	（３）提出先
	（４）提出方法


	１．技術提案書の評価方法
	２．技術提案書の評価項目
	（１）技術提案書に示された設計計算書と技術提案仕様書の整合性に関する事項。
	（２）技術提案書に示された設計仕様書と技術提案仕様書の整合性に関する事項。
	（３）技術提案書に示された図面類と技術提案仕様書の整合性に関する事項。
	（４）技術提案書に示された工事施工計画と技術提案仕様書の整合性に関する事項。
	（５）技術提案書に示された各図書間の整合性に関する事項。
	（６）施設の建設費、維持管理費など、経済性に関する事項。

	３．技術提案書の評価基準
	（１）前項「２．（１）～（３）」に示した評価項目の評価基準
	（２）前項「２．（４）」に示した評価項目の評価基準
	（３）前項「２．（５）」に示した評価項目の評価基準
	（４）前項「２．（６）」に示した評価項目の評価基準

	２．非認定・非選定者に関する事項
	（１）非認定・非選定理由の説明要求
	（２）説明を求めた者への回答
	（３）説明要求の受付
	ア．受付期間
	イ．提出先
	ウ．提出方法


	第８　事務取扱

